
○
財
務
省
告
示
第
二
百
十
八
号 

 
関
税
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
六
十
一
号
）
第
三
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
指
定
保
税
地
域
の

指
定
を
取
り
消
す
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
六
月
三
十
日 

財
務
大
臣 

野
田 

佳
彦 

和
歌
山
下
津
港
和
歌
山
南
港
地
区
指
定
保
税
地
域 

土
地 和

歌
山
市
西
浜
字
向
う
の
坪
水
軒
に
あ
る
西
浜
第
一
物
揚
場
北
西
端
か
ら
物
揚
場
接
水
線
（
以
下
「
接
水
線
」
と

い
う
。
）
に
沿
っ
て
南
の
方
向
へ
引
い
た
線
上
一
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点
を
起
点
と
し
、
同
点
か
ら
接
水
線
に
直
角
に
東

の
方
向
へ
引
い
た
四
四
メ
ー
ト
ル
の
線
と
同
線
の
東
端
か
ら
接
水
線
に
平
行
に
南
の
方
向
へ
引
い
た
一
五
〇
メ
ー
ト

ル
の
線
と
を
二
辺
と
す
る
長
方
形
の
土
地
六
、
六
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル 


